
県道四国カルスト公園縦断線渋滞対策検討委員会設置要綱

（目的）

第１条 天狗高原から大野ヶ原に至る県道四国カルスト公園縦断線は、高知・愛媛両県の

自然公園に指定されたカルスト台地を縦走しており、道路沿いには、壮大な草原の

中に放牧牛や石灰岩が点在するなどの風景が広がっているため、県内外から多くの

観光客が訪れている。

しかしながら、当該道路は道幅が狭く、車両同士のすれ違いが困難な箇所が複数

あるため、観光シーズンには、交通渋滞が頻発し、地域観光に支障を来すとともに

道路利用者の安全性が危惧されている。

一方で、希少な自然環境を有するカルスト台地には、多くの希少動植物が生息し

ているため、高原の自然環境を保護することも重要な視点である。

このようなことから、渋滞対策として自然環境に配慮した道路計画を検討するた

め、県道四国カルスト公園縦断線渋滞対策検討委員会（以下「委員会」という。）

を設置する。

（協議事項）

第２条 委員会は、次の各号に掲げる事項について、協議するものとする。

（１） 渋滞の対策に関すること

（２） 希少動植物の保護に関すること

（３） 自然環境に配慮した道路計画に関すること

（４） その他、前条の目的を達するために必要な事項に関すること

（組織）

第３条 委員会の委員は、次の各号に掲げる者の中から須崎土木事務所長が別紙のとお

り選任する。

（１） 学識経験（土木）を有する者

（２） 学識経験（動植物）を有する者

（３） 地域の環境保全に携わる者

（４） 地域の振興に携わる者

（５） その他、須崎土木事務所長が必要と認める者

（任期）

第４条 委員の任期は、令和６年３月31日までとする。

（委員長および副委員長）

第５条 委員会に委員長および副委員長を置く。

２ 委員長は第３条の委員の中から須崎土木事務所長が選任する。

３ 副委員長は第３条第２号の委員の中から須崎土木事務所長が選任する。

４ 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

５ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が出席できないときはその職務を代理する。

（委員会）

第６条 委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

２ 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

資料１



（委員以外の出席等）

第７条 委員長は、必要があると認めるときは、委員会に委員以外の者を出席させ、意

見を聴き、又は説明を求めることができる。

（守秘義務）

第８条 委員は、委員会で知り得た内容について、委員会の許可なく第三者に漏らして

はならない。また、委員の職を退いた後も同様とする。

（事務局）

第９条 委員会の事務局は、高知県須崎土木事務所が務める。

（雑則）

第１０条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委

員会に諮り定める。

附 則

（施行期日）

１ この要綱は令和５年９月１日から施行する。

（経過措置）

２ 第６条第１項の規定にかかわらず、この要綱の施行の日以後、最初に開かれる委員

会は、須崎土木事務所長が招集する。



県道四国カルスト公園縦断線渋滞対策検討委員会 委員名簿

◎：委員長

○：副委員長

分 類 氏 名 所 属

学識経験（土木）を有する者

（１名） ◎ 那須 清吾
な す せいご 高知県公立大学法人高知工科大学

経済・マネジメント学群 教授

学識経験（動植物）を有する

者（４名）
○ 石川 愼吾

いしかわ しん ご 高知大学名誉教授（植物）

希少植物等保全対策検討委員会 委員長

前田 綾子
ま え だ あ や こ

公益財団法人高知県牧野記念財団主任研究員

（植物）

希少植物等保全対策検討委員会 委員

谷地森 秀二
や ち も り し ゅ う じ

横倉山自然の森博物館学芸員（動物）

真鍋 泰彦
ま な べ やすひこ

高知昆虫研究会会長（昆虫）

地域の環境保全に携わる者

（１名） 熊田 光男
く ま だ み つ お 天狗高原観光の発展を願う津野町民有志の会

代表

地域の振興に携わる者（３名）

馬場 誠
ば ば まこと 一般財団法人天狗荘（カルストテラス館長）

希少植物等保全対策検討委員会 委員

西村 新一
にしむら しんいち

梼原町 副町長

岡崎 光明
おかざき みつあき

津野町 副町長


